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（保育の「実施義務の例外」との関係）

○ 一方で、現行制度における市町村の保育の実施義務には、地域の保育所全体を通じて受入能力がない場合

を含め、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき」は、認可外保育施設のあっせんを含む「その他

適切な保護」で足りるものとされていることもあり（→※第12回（9/30）の課題）、待機児童がいる市町村の場合で

必要な基準を満たしている場合であっても、認可されないことがあり得る。
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